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株式の取得（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ  

 

 

当社は、2026 年６月８日開催の取締役会において、中日本総合信用株式会社（本社：愛知県名古屋市

中区、代表取締役 石井 秀晴：以下、「中日本総信」という）の議決権株式の 19.4%を株式会社あいち

銀行ほか、中日本総信の一部の株主（以下、「既存株主」という）より取得し、当社子会社での持分との

合算後議決権比率が 23.0％となることから持分法適用関連会社とすることを決議しましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

 

記 

  

１．株式取得の目的 

当社は、1981 年２月の設立以降、「最高の商品とサービスの提供」、「お客様の夢と幸せの実現」、

「地域社会の発展に貢献する」という経営理念のもと、住宅ローン保証事業を中核として、日本国

内に 12 店舗を設置し事業を展開しております。 

中日本総信は 1975 年２月に中部地方の第二地方銀行の共同事業として、個人のお客様がご利用す

る住宅ローンや消費者ローンなどの保証事業を行うことを目的に設立され、お客様の豊かな暮らし

の実現に取り組んでおります。 

当社は、中期経営計画において「基幹事業の成長と進化」を戦略に掲げており、本件により当社

の保証債務残高増加すなわち基幹事業の成長につながるため、当社のノウハウを活用した経営管理

を展開できることから、株式を取得することといたしました。 

 

２．株式取得の内容 

当社と、中日本総信の既存株主との間で、2026 年６月８日に締結する株式譲渡契約に基づき中日

本総信の株式を取得する予定であり、当社議決権比率は 19.4％となります。なお、当社子会社にて

中日本総信の株式の 3.6％を保有しており、当社グループでの議決権比率は 23.0％となります。 

 



 

 

 

３．株式を取得する会社の概要  

（１）名称 中日本総合信用株式会社 

（２）所在地 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番 18 号 

（３）代表者 代表取締役 石井 秀晴  

（４）事業内容 信用保証業務 他 

（５）資本金 １億円 

（６）設立年月 1975 年２月 21 日 

（７）当該会社との関係 

資本関係 

人的関係 

取引関係 

関連当事者への該当状況 

該当事項はありません 

該当事項はありません 

該当事項はありません 

該当事項はありません 

 

４．日程 

（１）取締役会決議日 2026 年６月８日 

（２）株式譲渡契約締結日 2026 年６月８日 

（３）株式取得日 2026 年６月 15 日 

 

５．今後の見通し 

本件による当社連結業績への影響は軽微であると考えております。現在公表している業績予想の修

正はございません。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


